
第４次地域福祉活動計画 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

平成２９年４月～平成３４年３月（５か年） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 安芸太田町社会福祉協議会 
 

みとめ愛 ささえ愛 心に花咲く 安芸太田 



 

ＣＯＮＴＥＮＴＳ（目次）                       

 

■第３次地域福祉活動計画による活動推進の振り返り・・・・・・・・・・・・・ １ 

  

■計画の基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

１）計 画 の 目 的  

２）基本構想テーマ  

３）基本構想内容   

４）実 施 期 間  

５）重 点 目 標  

  

■安芸太田町社協小地域福祉活動事業イメージ図・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

  

■地域福祉圏域の設置と大柱計画内容について・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

  

■基 本 計 画  

１ 人 づ く り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

２ 場 づ く り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

３ 活 動 づ く り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 

４ つながりづくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

５ 組 織 づ く り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

  

■安芸太田町社会福祉協議会地域福祉をすすめる会・・・・・・・・・・・・・・ １０ 

  

■参 考 資 料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１ 

 



 

 

1 

 

■第３次地域福祉活動計画による活動推進の振り返り 

 

 

 

 
 

上記の計画を策定し地域福祉活動を推進した。それぞれの取り組みの柱に対する課題は次の

とおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

これら各柱の取り組みにおける課題を受けて、それに対する方策等を検討し、更なる活動の展

開として第４次地域福祉活動計画を策定しました。 

第３次地域福祉活動計画（平成２４年度～平成２８年度の５ヶ年） 

～みんなでつくろう！支えあう 安芸太田のまち～ 

 

◇計画実施主体  地域福祉をすすめる会（社協役職員で構成） 

◇取り組みの柱  人づくり・場づくり・活動づくり・つながりづくり 

◇計画の見直し  平成２６年度 

◇情報の共有   通信発行（すすめくん通信５～７） 

人づくり 
 
・新たな活動人材の確保・養成
と次世代に継承する人材育成
（福祉学習等） 

場づくり 
 

・お互いさま活動につながるふ

れあいサロン（常設的サロンを

含む）の運営 

活動づくり 
 

・権利擁護を大切にした一人を

支える支援から、小地域におけ

る福祉活動の推進～ 

 

・福祉教育を通じて、世代間交流をすすめてきた

が、２世代（児童・生徒とシニア世代）止まり。 

・各種講座を開催して、いつも同じ顔ぶれで新し

い活動者の確保が難しい。 

・既存の場（サロン）の継続が困難 

・お茶の間サロンの更なる広がり（定着） 

・障がいに関する気軽に相談できる場がない。 

・世代間交流ができるサロンが少ない。 

・サロン＝高齢者のイメージが払拭出来ない。 

・さんさんネット活動者の固定化・高齢化 

・さんさんネットの活動減少 

・権利擁護事業関係の住民向け制度周知活動 

・かけはし利用者増による生活支援員の確保 

つながりづくり 
 

・小地域から旧町村域、町域や

近隣市町との支えあえるつなが

りの創出 

・ボランティア活動者（団体）の減少 

・非常時にも活かせるネットワークの再構築 

・自治振興会との年１回の連絡会を開催したが、

一方的な事業説明の場となっている。 
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～～ 計画の基本的な考え方 ～～ 

 

１）計画の目的 

１ 住民が主役の地域福祉活動を推進 

２ 暮らし続けられる福祉のまちづくりを推進 

３ 町行政と両輪となり地域福祉を推進 

 

２）基本構想テーマ  

みとめ愛 ささえ愛 心に花咲く 安芸太田 

 

３）基本構想内容 

 安芸太田町は広島県の北西部に位置する自然豊かな中国山地の山間にあるまちです。昔な

がらの“人と人とのつながり”が強いまちです。平成１６年の町村合併後、人口が約２２０

０人減少し、すべての地域において過疎と少子高齢化と人口減少が進み、５年後には高齢化

率５０%以上の自治振興会が半数以上となる予測がされています。また、地域では生活困窮

世帯等、既存の制度では解決が難しい深刻な生活課題や福祉ニーズが顕在化しています。 

 様々な課題がある中、住み慣れた「家」や「地域」で暮らし続けられる地域づくりの第一

歩として、年齢・性別・障がいの有無に関わらず、まずは互いが「認めあう」ことが必要で

す。 

認めあいと安芸太田町の良さである“人と人とのつながりの強さ”で、支えあえる福祉の

まちづくりを基本構想に取り組みます。 

特に集落福祉を推進するため、定期的な「見守り・声かけ」とその状況を地域内で共有す

る「あんしん会議」を小地域内で組織して、ちょっとした変化にも気づける仕組みづくりと

必要に応じて社協等の関係機関への情報提供ができるネットワーク（仕組み）づくりを中心

に５か年を目途に推進していきます。 

 

４）実施期間  

平成２９年度～平成３３年度（５ヶ年） 

 

５）重点目標 

１）小地域福祉活動のため、見守りネットワークづくり（「あんしん会議」と見守り活動） 

２）各自治振興会・民生委員児童委員と新たな人材育成 

３）３世代（子ども・子育て世代・親世代）の交流をすすめ、地域のつながりを強化 

４）住民福祉教育をすすめ、障がい・認知症などに対する理解者を増やす 

５）町民が信頼できる組織づくり（財源確保・相談対応力向上・組織内連携） 



旧町村域 

 

町社会福祉協議会 

  

ふれあいサロンの運営 

◆地域福祉事業 

・ボランティアセンター 

・福祉共育事業 

・さんさんネット 

・配食サービス 

・かけはし〔日常生活自立支援事業〕 

・法人後見 

・生活福祉資金 

買い物支援、食事提供、ゴミ出し 

外出支援、通院付添、託児 

要援護者支援（認知症・障害者） 

災害時支援・・・ 

関係機関（専門職） 

◇行政・地域包括支援センター 

◇教育委員会 

◇介護保険事業所（施設） 

◇民児協 ◇ケアマネジャー 

◇保健師 等 

連携 協力 

◆介護保険事業 

・居宅、訪問、通所介護事業所 

・小規模多機能型事業所（ふれあい･ひまわり） 

・生活支援ハウス（共同ホーム） 

・多機能型事業所（クローバータウン） 

・特定相談支援事業所（クローバータウン） 

地域ささえあい座談会 

 

 
自治振興会長 民生委員児童委員 

社会福祉協議会 

１３地域（地域性等考慮した複数自治振興会域） 

［目的］  
★福祉ニーズの共有 
★各自治振興会の取り組み共有 
★社協事業等の情報共有 
★必要な支えあい活動づくり 

自治振興会長 

あんしんサポーター 民生委員児童委員 

 

◆目  的 見守り・声かけ（サロン等）の活動づくりを行い、発見の連絡体制づくりを進める 
◆会議内容 ①地域内の高齢者や障がい者等の情報共有（変わったことがあり次第） 

②地図を使って（災害時を含め）見守りや気がかりな方などの情報共有 
③ふれあいサロンの情報など 

◆あんしんサポーターの選出―自治振興会長と民生委員児童委員の両者による選任 
活動内容［例］⇒見守り・声かけ活動、ふれあいサロン運営 

自治振興会単位 

高齢者の一人暮らしや高齢者世帯等 

定期的な見守り・声かけ 

安芸太田町域 

戸河内 筒 賀 加 計 

[公助] 制度サービス 

（医療，介護，生保，障害，児童等） 

支えあい活動の展開（小地域福祉活動） 

課題共有 
地域づくり 
取り次ぎ 

必要な支えあい活動 

必要な支えあい活動 

必要な支えあい活動 共通の地域課題や福祉ニーズ 

地域づくり等関係機関 

◇社会福祉法人 

◇ＮＰＯ法人 

◇生協・民間企業 

◇教育機関（小中学校・高校・大学） 

◇医療機関 

連携 
協力 

共通の地域課題や福祉ニーズ 

地域課題や福祉ニーズ 

課題共有 
地域づくり 
取り次ぎ 

取り次ぎ 

福祉ニーズの共有  
場づくり 

 
活動づくり 

 
組織づくり 

 
つながりづくり 

課題共有 

地域づくり 

取り次ぎ 

自治振興会情報交換会議（仮称） 

困った… 

安芸太田町集落福祉推進 
のための体制イメージ図 

重点目標１ 小地域福祉活動のため、見守りネットワークづくり（「あんしん会議」と見守り活動） 

重点目標２ 各自治振興会長・民生委員児童委員と新たな人材育成 

 

・あんしんサポーター 

・生活支援員（かけはし） 

・後見支援員（設置予定） 

・さんさんネット協力員 

・その他、ボランティア 

 
人づくり 

小地域福祉活動 

（新）あんしんサポーター 
（新）後見支援員 

３ 



地域福祉圏域の設定と大柱計画内容について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆地域での暮らしを支える人材育成 
～住民福祉教育・権利擁護への理解・あんしんサポーターの育成～ 

 

◆地域の集う場（地域拠点）発の支えあいの活動づくり 

～暮らしのちょっとした困りごとをみんなで支えよう～  

小地域福祉活動の推進 
①ささえあい活動の仕組み
づくり 

②見守り活動の推進 
③世代間がつながる活動 

さんさんネットの推進 
①利用促進（ＰＲ） 
②集いの場からニーズ把握 
③関係機関との連携 
④おたがいさんの元気作り 

お茶の間サロンの推進 
①世話人の話し合う場づくり 
②お茶の間サロン定着 
③関係機関への取り次ぎ 
④新規お茶の間サロンづくり 

◆地域での暮らしがより“あんしん”となるための場づくり 

～気にかけ合い・支えあえる福祉の拠点関係づくり～ 
 

小地域ささえあいの場
づくりの推進 
①地域 座談会の開催 
②あんしん会議の設置推進 

地域サロン活動の推進 
①新規サロン立ち上げ 
②サロン活動、お茶の間サロン
活動の充実 
③世話人の交流、養成 
④当事者支援型サロンの推進 

 
①関係機関との定期的な協議
の場の開催 
②民児協定例会への参画 

◆町民と共に地域福祉推進していくため、組織体制基盤強化を進めます 

～総合相談対応力の向上と地域福祉活動を支える財源の確保～  

財 源 の 確 保 
①会費・寄付の募集 
②共同募金の獲得 
③協賛広告等の収入確保 

総合相談対応の強化 
①各柱の相談窓口（機能） 
②よろず相談対応 
③困窮者支援 
④職員の接遇研修 
⑤施設・設備の有効活用 

局 内 連 携 体 制 強 化 
①役職員研修の開催 
②役職員協働の事業推進 
③役員による相談取り次ぎ 

あんしんサポーターの養成 
①自治振興会単位で、定期
的な見守り・声かけ 
②研修会の開催 

権利擁護の理解促進 
①研修会の開催 
②生活支援員、後見支援員
の設置 等 

住民福祉教育の推進 
①健康福祉まつり、シンポジュ
ームの開催 
②ふれあい体験学習の開催 
③小中学校、高等学校での福祉
共育事業の推進 

●重点住民福祉教育（障がい・認知症等への理解）●ボランティア講座 
●権利擁護事業への理解（重点後見支援員の確保）●被災者生活サポートボラネット 

●お茶の間サロン ●さんさんネット（住民互助活動） 
●災害時の要援護者支援体制 ●福祉共育事業（小中学校・高校） 

●重点あんしん会議の組織化…自治振興会単位 

●重点あんしんサポーター設置―自治振興会長・民生委員児童委員と新たな人材育成 
↳役割：見守り・声かけと必要に応じて、民生委員児童委員への情報提供 

●ふれあいサロン運営 

●重点地域ささえあい座談会…複数の自治振興会単位（自治振興会長・民生委員児童委員） 

↳自治振興会の取り組み、地域現状及び課題、その他情報共有 
  

  
  

◆小地域～旧町村域～町域～町外の重層的なネットワークづくり 

～あんしん安全な地域づくりのためのつながりづくり～  

 
①「地域ささえあい座談会」の開催 
②旧町村域の関係機関とのネット
ワークづくり 
③旧町村域の災害時を想定したネ
ットワークづくり 
④あいさつ運動 等 

 
① の整
備 
②コーディネートの充実 

町域～町外域のつながり 
①児童･生徒と自治振興会等との
交流会等の開催 
②ボランティア連絡会 
（ ）の開催 
③被災者生活 の推進 
④大学･企業･NPO 法人等とのつ
ながりづくり 等 
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地域での暮らしを支える人材育成～住民福祉教育・権利擁護への理解・あんしんサポーターの育成～ 
基本 

計画 

（大柱） 

１ 

 

 

人

づ

く

り 

新規 

拡充 
推進事項 推進方法 役割分担 

実施年度 
財源 

29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

新規 １．あんしんサポーターの養成  

社協職員 

自治振興会 

民生委員児童委員 

     自主財源 

共同募金 新規 （１）あんしんサポーターの選出 ‣地域内の見守りや声かけなどを推進するために、自治振興会単位に自治振興会長

と民生委員児童委員の両者の推薦による「あんしんサポーター」を選出する。 

６名 １２名 18 名 24 名 30 名 

新規 （２）あんしんサポーターの研修会 ‣あんしんサポーターの活動を支援するため、年１回研修会を開催する。 年 1 回     

 ２．権利擁護事業の推進  
社協職員 
理事 
評議員 
行政 
民生委員 
介護・福祉 
サービス事業者 

大学・学生 

     町補助金 
後見報酬 
県社協委託金 

自主財源 

拡充 （１）一人ひとりの権利を守る研修

会の開催 

‣権利擁護事業に関する理解と利用促進するため、次の研修会を開催する 

①成年（任意）後見制度に関すること。 

②福祉サービス利用援助事業かけはしに関すること。 

③生活困窮者自立支援に関すること。 

年 1 回     

拡充 （２）権利擁護事業を推進する人材

の養成 

‣権利擁護事業の推進するため、次の人づくりを進めます。 

①（１）の研修会を通じて、生活支援員の増員。 

②（１）の研修会を通じて、後見支援員の設置。 

若干名 

   
6 名 

増員 

新規 （３）生活困窮世帯の支援 ‣生活困窮世帯を支援するため、次の人づくりを進めます。 

①該当世帯等の子どもを対象にした学習を支援する人（元教員・大学生など）づく

りを進めるため、近隣大学との連携を図ります。 

随時 

    

 ３．住民福祉教育の推進  
地域住民 
町内障がい
福祉事業者 
町内介護事業者 
児童・生徒 
福祉課 

健康づくり課 

人づくり班員 

社協職員 

町内小中学校 

     共同募金 
自主財源 

町補助金 
新規 （１）福祉や介護理解促進 健康・福祉まつりを開催し、町民が福祉・介護・健康に関する理解を深める場を提

供する（年 1回）。 
準備会 実施 見直し 検討 検討 

 （２）障がい・認知症・孤立などの

理解促進 

障がいや認知症に係る講演会やシンポジウムの開催により、住民理解を深める機会

を提供する。 
年 1 回 

    

 （３）ふれあい体験学習の実施 ふれあい体験学習を開催し、地域住民と町内の児童・生徒が世代間で関わり、この

町の良さが実感できるように次のことを企画運営する。 

①障がいへの理解を推進していくため、ＮＰＯ法人ひゅーるぽんと連携してサマー

キャンプや雪あそびなどを開催する。 

②世代間交流や子ども同士の助け合いの大切さを感じるため、自治振興会と連携し

て大自然体験やサロン体験を開催する。 

③世代間交流するため、地域サロンへ子ども達が参加する機会を設ける。 

 

 

年 3 回 

加計 

 

夏季 

 

 

 

戸河内 

 

 

 

筒賀 

 

 

 

加計 

 

 

 

戸河内 

 （４）福祉共育事業の推進 小中学校・高等学校での福祉共育事業の一環として、介護施設等での交流活動が行

えるよう、相談調整やプログラムづくりを行う。 
随時 

    

 ４．地域福祉推進のための人材育成  
社協職員 
ボランティア 
サロン世話人 
さんさんネット協力員 

大学・学生 

     自主財源 

町補助金  （１）ボランティア講座等の開催 地域福祉推進のために、次の講座を開催します。 

①ボランティア（入門講座・ステップアップ講座）に関すること 

②ふれあいサロン世話人およびサロン支援ボランティアの養成に関すること 

③さんさんネット協力員確保に関すること 

④その他、地域課題に応じたボランティア活動に関すること 

随時 

    

 （２）町外ボランティアの確保及び

養成 
町域を超えた人材確保のため、近隣大学（地域連携室/ボランティアセンター）と連

携し、ボランティア講座などのプログラム・実施する。 
随時 

    

 

 

 

５ 



地域での暮らしがより“あんしん”となるための場づくり～気にかけ合い・支えあえる福祉の拠点関係づくり～ 
基本 

計画 

（大柱） 

２ 

 

 

場 

づ

く

り 
 

新規 

拡充 
推進事項 推進方法 役割分担 

実施年度 
財源 

29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

 １．小地域ささえあいの場づくりの推進 社協職員 

自治振興会 

民生委員児童委員 

あんしんサポーター 

     自主財源 

共同募金 

町補助金 

 （１）地域ささえあい座談会の開催 ‣複数の自治振興会長と担当民生委員との「地域ささえあい座談会」を開催し、地域

現状や地域課題などについて話し合う場づくりを進める。 
全地区 

    

 （２）旧町村での話し合う場の推進 ‣「地域ささえあい座談会」等で解決が難しい課題において、おおむね旧町村域で解

決する仕組みづくりのために、行政や関係団体、企業などと話し合う場（協議体）

を開催する。 

随 時 

    

 （３）あんしん会議の推進 ‣自治振興会長・民生委員児童委員・あんしんサポーターで地域の気になる人・こと

などを定期的に情報共有する会議（場）を開催する。話し合うテーマは次の通り。 

①見守り（緊急時・災害時支援・見守りマップ作成を含む）に関すること。 

②地域課題解決（移動・買い物など）の取り組みに関すること。 

③集いの場（サロン）づくりについて ④その他 

6 地区 12 地区 18 地区 24 地区 30 地区 

 ２．地域サロン活動の推進 社協職員 

サロン世話人 

自治振興会 

民生委員児童委員 

関係機関団体 

シニアクラブ 

あんしんサポートリーダー  

     

 （１）サロンの立ち上げ ‣サロンの必要性について「地域ささえあい座談会」などで共有し、次の実施方法で
新規サロンを立ち上げます。また実施地区にもより身近な場所でのサロン立ち上
げをすすめる。 

①地域全体で関わり、主体的に活動するため各団体や地域キーマンに世話人を求める。 

②サロンの必要性を自治振興会・民生委員児童委員等地域リーダーへ伝える。 

③集会所･施設･空き家･自宅等など身近な拠点を活用し、集まり場の創出を目指す。 

随時 

    

 （２）サロン活動の推進と充実 ‣お互いが気にかけ合える関係づくりを進めるため、次のとおり支援する。 

①世代間が交流できる場づくりとなるよう、自治振興会へ働きかける。 

②自治振興会へ働きかけ、民生委員児童委員等地域リーダーや世話好きな方をサロ
ンへ巻き込む。 

④もてなし型からみんなが主役となれる協動型を推奨する。 

⑤誰もが参加しやすい内容を充実させる。（灯篭作り,小物作り,認知症予防,防犯,防災,陶芸等）  

随時 

   

 

 （３）サロン交流の開催 ①サロンの輪を広げていくために、サロン参加者同士の交流会を開催する。 

②シニアクラブとのミニミニ運動会を開催し、健康づくりや交流を促進する。 

③高齢者一人暮らしの閉じこもり予防のため、年１回のお出かけ会を開催する。 

年 1 回 

年 1 回 
年 1 回 

   
 

 （４）お茶の間サロンの推進と充実 ‣誰もが気軽に立ち寄れる居場所づくりをすすめるため、お茶の間サロン利用者の拡
大やサロンで把握した生活課題について共有・協議する運営協議会を立ち上げ、地

域の中核的な拠点をめざし、自治振興会や地域包括支援センター、民生委員児童委
員など協働し、新たな住民互助活動の展開を目指す。 

随時 

   

 

 （５）当事者支援型サロンの推進 ①食の確保・自立のため、一人暮らし等の男性を対象にした男性料理教室を行う。 

②気軽に悩みの相談ができ、孤独を防ぐため、子育てサロンの新規立ち上げと運営支
援を行う。 

③移住者同士のつながりづくりを進めるため、Ｕ・Ｉターンの集いを地域づくり課と
協働開催する。また新たな地域の担い手として、地域住民とのつながりづくりもあわ
せて行う。 

④新たな当事者支援型サロンを立ち上げ、仲間づくりと地域での暮らしを支える仕
組みづくりを進める。 

随時 

   

 

 ３ 集落支援のための関係機関との場づくり 社協職員 

関係機関団体 

民生委員児童委員 

     

 （１）関係機関との連携 ①小集落での支え合いの場づくりを進めるため、地域包括支援センター・福祉課・地
域づくり課・集落支援員・JOCA などの関係機関などと定期的な協議の場を設ける。 

月１回     

 （２）民児協との連携 ①毎月の民児協の定例会へ参加し、６５歳以上の独居高齢者等を対象にした「きずな
便り」の配布を依頼する。 

②きずな便りを配布などした際に把握した生活ニーズを共有する 

月１回     

６ 



地域の集う場（地域拠点）から支えあい活動の展開を目指して～暮らしのちょっとした困りごとをみんなで支えよう～ 
基本 

計画 

（大柱） 

３ 

 

 

活

動

づ

く

り 

新規 

拡充 
推進事項 推進方法 役割分担 

実施年度 
財源 

29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

新規 １．小地域福祉活動の推進 自治振興会 

民生委員児童委員 

あんしんサポーター 

サロン世話人 

社協職員 

     自主財源 

共同募金 

町補助金 

新規 （１）住民ささえあい活動の仕組み

づくり 

①住民支えあい活動の仕組みづくりのため、「地域ささえあい座談会」で地域課題の

整理・共有を行う。 

②地域性に応じた新たな支えあい活動づくりのため、必要に応じ関係機関や町内外 

の商店や企業などと連携する。 

全地区 

 

随時 

    

新規 （２）見守り活動の推進 ‣自治振興会単位に「あんしん会議」で見守り活動を推進する。 6地区 12 地区 18 地区 24 地区 30 地区 

新規 （３）世代間がつながる活動づくり ‣世代間がつながれる活動づくりとして、子ども会や子育てサロンへ呼びかけ世代

間交流活動を通じて、地域内の住民同士のつながりをつくり、子育てしやすい環境

づくりを行う。 

随時     

新規 （４）地域の相談活動づくり ‣地域内での相談支援活動につなげるため、困りごと解決ガイドブックを自治振興

会長・民生委員・あんしんサポーター等へ配布する。 
随時 

    

 ２．さんさんネット事業の推進 社協職員 

関係機関団体 

おたがいさん 

他市町社協 

 

     

拡充 （１）利用促進 ‣事業理解と利用増のため、新規おたがいさん登録数増を目指し、地域支えあい座談
会やサロン、町の行事へ参加し、事業周知を行う。 

随時 
    

拡充 （２）地域の集い場を活用したニー

ズ把握 

①生活・福祉課題などのニーズ把握のため、「地域ささえあい座談会」やふれあいサ
ロン（お茶の間）、福祉共育などを活用する。 

②ニーズを取り次ぎ、ネット事業やお茶の間サロンなど住民支えあい活動や関係機
関等の専門職へつなげる。 

③自治振興会長や民生委員児童委員、あんしんサポーター、世話人などが聞き取っ

たニーズを担当職員へつなげる。 

随時 

   

 

 （３）関係機関との連携 ‣コーディネートの幅を広げるため、生活支援に関わる事業所（シルバー人材、ヘル
パー、ＮＰＯ法人等）との連絡会を開催する。 

年 1 回 
   

 

新規 （４）おたがいさんの元気づくり ①おたがいさんの元気づくりやつながりづくりのために、定期的におたがいさんの
情報交換会を開催する。 

②おたがいさんの意欲を高めるため、さんさんネット利用者のニーズやおたがいさ
んの意見に基づき、テーマ別研修会や他市町ネットとの交流会を開催する。 

③新規登録者確保のための講座を開催する。 

月１回 

必要に応じて 

 

随時 

 

   

 ３．お茶の間サロン（拠点発小地域の支えあい活動）の推進 自治振興会 

あんしんサポートリーダー  

教育機関 

関係機関団体 
社協職員 

 

     

新規 （１）世話人テーブルの組織化 ‣地域の生活課題を解決したり、専門機関へつないだりするため定期的（月１回程

度）なテーブルで話し合う。 
月 1 回     

新規 （２）住民ささえあい活動の展開と

相談取り次ぎ 

①地域で把握した生活課題・福祉ニーズの解決のため、取り組みを着実にすすめら
れるよう計画を策定し、活動を展開する。（例：移動問題を解消すべく、あなたく
の活用、乗合タクシーの試験的実施等を試みる。サロンでの会食会。買い物代行
等の生活支援サービス。出張サロンなど） 

②お茶の間サロンで把握した生活課題を解決するため、関係機関団体と協働し新た
なささえあい活動を展開する。専門領域の場合は、関係機関へつなぐ。 

随時 

    

 ４．若い世代の活動づくり 社協職員 

近隣大学（生） 

地域づくり課 

     

新規 （１）実践者との連携 ‣地域の若い世代（２０～３０代）が参加しやすい地域活動を、学生ボランティア、

地域おこし協力隊を巻き込み、協議・提案していく。 
随時 

    

 ５．社会福祉法人との地域公益活動づくり       

新規 （１）地域公益活動の展開 ‣平成２７年度の社会福祉法一部改正に伴い、社会福祉法人は地域公益活動が責務

化となったことから、社会福祉法人と地域住民がつながり、地域課題解決のた

めの活動づくりを進める。 

社会福祉法人 

社協職員 随時 

    

 

7 



小地域～旧町村域～町域～町外の重層的なネットワークづくり～あんしん安全な地域づくりのためのつながりづくり～ 
基本 

計画 

（大柱） 

４ 

 

 

つ

な

が

り

づ

く

り 

新規 

拡充 
推進事項 推進方法 役割分担 

実施年度 
財源 

29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

新規 １．小地域（との）つながりづくり 社協職員 

自治振興会長 

民生委員児童委員 

子ども会 

     自主財源 

共同募金 

町補助金 
新規 

（１）地域ささえあい座談会の開催 ‣小地域とのつながりをつくるため、複数の自治振興会長・民生委員児童委員との
「地域ささえあい座談会」を開催する。 

全エリア     

新規 
（２）世代間のつながりづくり ‣世代間交流を促進するために、町子ども会連合会と連携し、子ども会（または子育

て世代）と自治振興会が協働する地域活動へ結びつける。 
準備 モデル地区 

  

 ２．旧町村域でのつながりづくり  

担当職員 

自治振興会長 

民生委員児童委員 

関係機関団体 

福祉施設 

ＮＰＯ・企業 

社協役員 

     

新規 

（１）小地域を支えるネットワーク
づくり 

１．（１）で明らかになった課題を解決に向けた取り組みを行うために、旧町村域の
自治振興会や関係機関団体等とのつながりづくりを進め、助け合いのネットワーク
を構築する。 

旧町村

×２回 

    

新規 

（２）小地域を支える関係機関等と
のネットワークづくり 

２．（１）のネットワークづくりを円滑にするために、定期的に集落支援員や福祉
課・地域包括支援センター、地域づくり課、ＪＯＣＡ、生活支援コーディネーター
との情報共有を行い、各関係機関等のつながりづくりを進めます。 

年 12 
   

 

新規 

（３）災害時を想定したネットワー
クづくり 

‣非常時の住民互助の体制づくりと発災後の迅速な生活復旧の体制づくりのため、
旧町村域において、自治振興会や関係機関・団体等との災害・減災をテーマに情報
共有する会議を開催する。 

年 1 回 
    

 
（４）あいさつ運動の推進 ‣人と人とのつながりを強くするため、毎月第１月曜日をあいさつの日とし、街頭で

あいさつ運動を実施する。 
毎月 

    

 
（５）個別支援のためのつながりづ
くり 

‣個別支援を進めるため、民児協定例会へ参加し、民生委員との連携を図る。（権利
擁護事業・さんさんネット・生活福祉資金などの事業説明） 

随時 
    

 ３．町域でのつながりづくり  

担当職員 

教育機関 

Ｖ連絡会 

関係機関団体 

福祉施設 

ＮＰＯ法人 

企 業 

     

 （１）児童・生徒・学生とのつなが
りづくり 

①地域の次世代を担う児童・生徒とのつながりづくりを進めるため、町内の小学校・

中学校・高等学校を福祉共育推進校と指定し、各校区の自治振興会等と地域福祉活

動や交流会等を行う。 

②新たなボランティアグループづくりを行うため、高校生や大学生とつながりをも

ち、興味や関心を持つ内容を提案し、地域活動へ結び付ける。 

随時     

 （２）町域ボランティア活動者・グ
ループのネットワークづくり 

‣ボランティア連絡会（ぬーくぬくネットワーク安芸太田）と協働し、ボランティア
グループや個人活動者が集い情報交換等し、つながりながら更なる活動展開が行え
るように年２回程度の集いをサポートする。 

年 2 回 
    

 （３）被災者生活サポートボラネッ

トの推進 

①災害時には、町被災者生活サポートボラネットを立ち上げ、町内外のネットワー

クを活かして、被災地域の復旧支援から被災者の生活支援を行う。 
②災害時に特化することなく、平常時から機能するネットワーク構築をめざし、町
域での被災者生活サポートボラネット推進会議を開催する。 

年 2 回 

    

 ４．町外とのつながりづくり 担当職員 

大学 

ＮＰＯ法人 

企業 

他市町社協 

     

 （１）大学・企業・ＮＰＯ法人など

のつながりづくり 

①近隣大学（ボランティアセンター・地域連携担当課）との関係づくりを行い、地

域活動などへ参加を呼びかけ、町の応援隊としてボランティア登録を行う。 

②必要に応じて、企業やＮＰＯ法人とのつながりをつくり、新たな課題に対する活

動やネットワーク構築につなげる。 

随時 

    

 （２）県内ボランティア連絡会との

つながりづくり 

他市町社協のボランティア連絡会（協議会）との交流等を行う。 
随時 

    

 ５．ボランティアセンター機能の拡充 担当職員 

自治振興会 

企業 

ＮＰＯ法人 

     

 （１）ボランティアバンクの整備 ‣地域を担う次世代の人づくりとして、自治振興会と協力し、ボランティア活動者を
増やしながら、ボランティアバンクの整備と充実を図る。 

随時     

 （２）コーディネートの充実 ‣ボランティア・ＮＰＯ法人・民業・福祉施設や関係機関などのネットワークを活用
し、課題解決に結びつける。 

随時     

８ 



町民と共に地域福祉推進していくため、組織体制基盤強化を進めます～総合相談対応力の向上と地域福祉活動を支える財源の確保～ 
基本 

計画 

（大柱） 

５ 

 

 

 

組

織

づ

く

り 

新規 

拡充 
推進事項 推進方法 

実施年度 
財源 

29 年度 30 年度 31 年度 32 年度 33 年度 

 １．財源の確保       

新規 

（１）会員会費・寄付金募集 ①「地域ささえあい座談会」や行事などがあるごとに社協活動をＰＲし、財源（会費・寄付金）確保

に努める。 

②会費・寄付金の使途を周知徹底するために、社協だよりを活用する。 

③賛助会費の募集のため、社協だより等で企業・社会福祉関係機関・団体・施設等に呼びかける。 

④会費・寄付金の確保拡大に向けて、地域でどのように活用されているか効果的にＰＲする。 

随時 

     

新規 

（２）共同募金の獲得 ①共同募金への関心を高める取り組みをする。 

②共同募金運動に伴い、社協役職員や共同募金を活用して事業を実施している助成団体と共同でＰ

Ｒ活動をする。 

③使途についても理解を深めるため、共同募金のしくみについて分かりやすく周知する。 

随時 

     

新規 
（３）協賛広告料等の収入確保 ‣企業や福祉施設等に対し社協の広報紙やホームページを活用しながら、継続的に協賛団体を募るととも

に、新たな協賛団体の確保に向けて積極的に募集する。 
随時 

     

 ２．広報の充実       

拡充 

（１）社協だよりの充実 ①校正内容を広報部会員と職員が見直し、住民に見てもらえる広報づくりする。 

②住民の活動意欲を高めるために、地域福祉活動やボランティア情報、社協の福祉サービスなどの住

民の生の声を定期的に発信する。 

年６回 

    共同募金 

自主財源 

拡充 （２）防災無線の活用 ‣行事開催のお知らせなど防災無線を活用して広く周知できるよう努める。 随時      

新規 （３）インターネットの活用 ‣ホームページやブログ等を活用し、若い世代を含めた幅広い世代への情報を発信する。 随時      

 ３． 総合相談対応の体制強化       

新規 

（１）各柱の相談窓口（機能） ‣地域の話し合う場（「あんしん会議」や「地域ささえあい座談会」等）や地域福祉活動（「お茶の間

サロン」「さんさんネット」等）、また個別訪問支援（介護サービスを含む）や窓口対応等で把握し

た住民の困りごとについて、課内連携会議等で職員が共有・協議し、解決にむけた支援、関係機関

へのつなぎを行う。 

月１回     

自主財源 

新規 
（２）よろず相談対応 ‣窓口対応やくらしの総合相談や訪問支援した際など、相談に対して丁寧に対応し、関係機関や制度

へつなぎます。 
随時 

     

新規 （３）困窮者支援 ‣自立支援のため、困りごとに対してつなぎ（障がい年金取得支援・貸付など）や伴走支援する。 随時      

 
（４）職員の接遇研修の充実 ‣住民のみなさんがいつでも相談しやすい「窓口対応」と「訪問支援対応」の接遇マナー研修を開催

する。 

年１回 

以上 

     

新規 （５）施設、設備の有効活用 ‣総合相談窓口体制強化のため、既存の施設設備を有効に活用する。 随時      

 ４．局内連携の体制強化       

新規 
（１）役職員研修の開催 ‣役職員が制度や地域課題を共有し、その解決に資する事業への理解を深めるため、地域福祉をすす

める会等での研修を充実する。 

年１回 

以上 

    自主財源 

新規 （２）役職員協働による事業推進 ‣円滑な事業運営を図るため、役職員一人ひとりが各事業の目的を共有し、連携して事業を推進する。 随時      

新規 （３）役員による相談取り次ぎ ‣地域で困っている方を支援するため、役員も地域でアンテナをはり、必要に応じて事務局へつなぐ。 随時      

新規 

（４）本所・支所の業務連携強化 ①事業を推進するにあたり、必要に応じて意見交換や情報共有を確実に行います。 

②業務推進方針の共有を行います。 

③地域福祉推進のために、定期的な介護サービス課と地域福祉課等の課間連携会議を開催します。 

随時 

     

 ５．職員の資質向上      自主財源 

新規 
職員の福祉専門職としての意識

の向上 

‣県社協等の研修会を活用し、福祉専門職として、対人援助技術等の質を高めていくことにより、社

協職員全体の資質向上を図る。 
随時 

    

９ 
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安芸太田町社会福祉協議会地域福祉をすすめる会 

                           

１．会の名称   地域福祉をすすめる会  

 

２．会の目的  （１）地域福祉活動計画の推進 計画策定の関わりを大切にし、出来ることから

取り組みます。 

        （２）様々な社協活動をつなげ、福祉のまちづくりを総合的におこないます。 

        （３）人をつなげ仲間を増やします。また新しい人材を求め、福祉のまちづくり

を次世代へ総合的に伝えます。 

 

３．構成メンバー（１）理事監事評議員が中心となります。また、班で話し合い必要に応じて熱心

な活動者へ参加してもらいます。 

（２）班編成をします。移動や、複数の班へ参加することも出来ます。  

 

４．活動    （１）基本は、活動計画の推進です。計画の見直しも必要に応じて行い 

ます。 

        （２）班ごとの最優先課題を取り組みます。 

（３）他の班の進捗状況を確認共有しながらすすめます。 

       （４）つながりを広げます。班同士が協働で取り組んだり、課題に対して、地域

の活動者、関係団体と活動を協働で仕掛けます。 

（５）次世代の人づくりをします。次世代の新しい仲間へまちづくりを 

つなげます。 

（６）意見、提案を理事会へ反映します。 

 

５．役員    （１）社協が事務局です。班ごと社協担当者を置きます。 

（２）班長、副班長を決め、互いに連携、相談しながらすすめます。 

 

 すすめる会のイメージ図 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

理事会 評議員会 監事会 

地域福祉をすすめる会（町社協事務局） 

※人ひろがり 

関係機関・民生委員・自治会振興会・福祉団体・ボランティア団体・学校・住民・・・ 

人づくり 場づくり 活動づくり つながりづくり 組織づくり 



■第４次地域福祉活動計画策定までの流れ 

◇策定メンバー 地域福祉をすすめる会（社協理事・監事・評議員・職員で構成） 

◇オブザーバー 安芸太田町福祉課、広島県社会福祉協議会地域福祉課 

◇策定の流れ 

第１回地域福祉をすすめる会［実施日６月２８日］ 

◇研修：地域福祉活動計画策定について 

～集落を支援する福祉活動をすすめるために～ 

 講師：広島県社会福祉協議会 地域福祉課 

    課長補佐 吉野篤史 氏 

◇ワークショップ 

 ①「町の良い所」②「暮らしの中の困りごと」 

 ③「こんな町になったらいいな」 

 

 

第２回地域福祉をすすめる会［実施日７月２６日］ 

◇第３次地域福祉活動計画の振り返り 

 成果と課題整理 

◇第４次地域福祉活動計画の標語について 

 

 

 

 

 

 

先進地視察研修会［実施日９月２日］ 

視察先：下関市社会福祉協議会豊北支所 

◇地域福祉コーディネータの取り組みについて 

◇小地域福祉推進委員会の取り組み 

◇その他 

 

 

 

 

 

 

第３回地域福祉をすすめる会［実施日１０月２６日］ 

◇計画の方向性について 

◇５つの柱ごとでの班会議 

 

 

 

 

 

班会議（期間：１１月～２月まで） 

［ひとづくり班］２回 ［場づくり班］２回［活動づくり班］３回 ［つながりづくり班］３回 

［組織づくり班］３回 

◇計画推進項目及び内容について 

第１回のワークショップで出した意見をもとに、今ある課題と５年後に願う町の姿から「解決

策＝計画内容」について、各班の大柱の観点から協議した。 

第４回地域福祉をすすめる会［実施日２月２４日］ 

◇計画内容の確認と質疑を含めた意見交換 

◇標語の決定 

「みとめ愛 ささえ愛 心に花咲く安芸太田」 
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 第４次地域福祉活動計画 

みとめ愛 ささえ愛 心に花咲く 安芸太田 

発  行 社会福祉法人安芸太田町社会福祉協議会 

     〒７３１－３７０２ 

広島県山県郡安芸太田町大字中筒賀 2802番地５ 

筒賀福祉センター内 

ＴＥＬ０８２６-３２-２２２６  

ＦＡＸ０８２６‐３２-２０４８ 

策定協力 社会福祉法人広島県社会福祉協議会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 安芸太田町社会福祉協議会 
 


